
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  別記様式１

令和８年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　                        　　　　分任支出負担行為担当官

飛行検査センター所長　佐藤　正章

１． 契約件名 令和８年度　ボーイング式Ｂ７３７型模擬飛行装置の借り上げ

２． 履行期間 契約日の翌日 から

３． 履行場所 仕様書のとおり

４． 作業内容 仕様書のとおり

５． 見積合わせに参加するために必要な資格

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）見積書の提出期限から見積合わせ実施日までの間に、国土交通省航空局長から航空局所掌

の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付け空経第３８６号）

に基づく指名停止を受けていない者であること。

  なお、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）を有していない者にあっては、見積書

の提出期限から見積合わせ実施日時までの間に、国土交通省航空局長が指名停止期間として

措置を講じる原因となった不正又は不誠実等の事案に関与した者で無いこと。（関与した入

札案件の入札事業者が指名停止期間中でないこと。）

（４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土

交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

６． 資格適合・無効

見積書（別記様式２）の提出をもって５．（１）～（４）の資格に適合していることを誓約した

ものとみなす。見積合わせ実施日において、５．見積合わせに参加するために必要な資格に適合

していない者が提出した見積書は無効とする。なお、見積書の提出期限までに５．見積合わせに

参加するために必要な資格に適合していない者であっても見積書を提出することは出来るが、見

積合わせ実施日までに適合していることを確認できない場合は、提出した見積書は無効とする。

７． 見積書の提出期限等

（１）紙媒体による場合

持参の場合：令和８年７月１４日（火）１０：００まで

郵送の場合：令和８年７月１３日（月）１７：００まで

（２） 電子メールによる場合

見積の提出を求める公示 

次のとおり、オープンカウンター方式による見積もり合わせに付しますので、

見積書の提出を募集します。 

令和８年８月３１日



提出期限：　令和８年７月１３日（月）１７：００まで

　提出場所：  国土交通省　航空局　交通管制部　運用課　飛行検査センター

紙媒体及び電子メールで見積書を提出する場合の様式は契約担当官等が指定した様式（別記様式

２）とする。但し、いずれの場合も提出期限日に必着であること。（電子メールでの提出の場合

は、提出期限までにメールでの提出が確認できること）提出期限日に提出されない見積書は再配

達を要した等のいかなる理由であっても無効とする。

　なお、紙媒体による見積書の提出にあたっては、見積書を封筒に入れ、封印の上、必ず件名及

び提出者名を明記し、持参、郵送又は民間業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律

第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便

事業者による同条第２項に規定する信書便により提出することとし、電報、ファクシミリ及び電

話その他の方法は認めない。また、見積書を代表者印等の押印を省略し責任者及び担当者の連絡

先を記載して提出する場合においては、電子メールでの提出も可とする。

８． 見積合わせ実施場所：国土交通省　航空局　交通管制部　運用課　飛行検査センター

見積合わせ実施日時：令和８年７月１４日（火）１０：００

９． 見積内訳書の要否：否

（要の場合、見積書の提出時に内訳書を添付すること。内訳書が添付されていない見積書は無効

とする。） 

１０．見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。

１１．請負請書の作成の要否 ：要

１２．その他

・見積書合わせ実施日に５．（１）～（４）に適合しない者の見積書は無効とする。 

・本件参加にあたっては、「航空局オープンカウンター方式実施要領」を熟読すること。

・見積書には消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本

案件に係る全ての諸経費等を見積もった契約希望金額を記載すること。

１３．仕様書、見積書（別記様式２）の入手先及び契約条件及び納入品に関する問い合わせ先

〒４７９－０８８１　愛知県常滑市セントレア１－２

国土交通省　航空局　交通管制部　運用課　飛行検査センター

電話番号　０５６９－３８－１３５０

e-mail: cab-fic-kanri@ki.mlit.go.jp

受付期間は土曜日、日曜日及び休日等（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

第１条１項に規定する行政機関の休日）を除く毎日、９：００から１７：００までとする。

tel:06-6937-2708
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